
関連図（令和４年度 藤沢市障がい者総合支援協議会）

 

【藤沢型地域包括ケアシステム】
～立場や分野を超えて支え合う考え方や仕組み～

≪行政関係≫
・地域精神保健福祉連絡協議会
・精神障がい者地域生活支援連絡会
・子ども発達支援連絡会議
・権利擁護ネットワーク連絡会
・藤沢型地域包括ケアシステム
推進会議
・地域福祉計画推進委員会
・母子保健推進協議会
・難病対策地域協議会
・発達障がい地域支援会議

≪民間≫
・藤沢市障害福祉団体連絡会
・藤沢市障害福祉法人協議会
・市内各サービス等事業所連絡会

障がい者計画・障がい福祉計画検
討委員会
傍聴10名

役 割
●障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画案の作成

●障がい者計画・障がい福祉計画・

障がい児福祉計画の進行管理

構成員
●学識経験者
●障がい児者関係団体の代表
●障がい福祉関係施設の代表
●障がい児関係施設の代表

●専門部会の代表
●市民代表
●市長が認めた者

１３名以内

設置目的

障がい者施策の推進等を図ることを目的とし、障がい福祉に関する関係機関等の連携の緊密化を図り、地域に

おける障がい者支援のための体制整備に関することの協議を行う。

役 割
●専門部会の総括
●障がい者計画、障がい福祉計画・障がい児福祉計画案の策定に関すること
●関連会議との情報共有や課題提起等

構成員
●医師会の代表 ●歯科医師会の代表
●学識経験者 ●民生委員児童委員協議会（障がい者部会）の代表
●障がい児者関係団体の代表 ●障がい福祉関係施設の代表
●労働関係機関の代表 ●教育関係機関の代表
●障がい者計画・障がい福祉計画検討委員会の代表 ●専門部会の代表
●市民代表 ●精神障がい者地域生活支援連絡会の代表
●子ども発達支援連絡会議の代表 ●権利擁護ネットワーク連絡会の代表
●難病対策地域協議会の代表 ●市長が認めた者

２５名以内

湘南東部障害保健福祉圏域
自立支援協議会

神奈川県自立支援協議会

支

援

※ 専門部会の構成員については、必要に応じてメンバーの追加や入れ替えも随時行う。

権利擁護部会

・障がい者虐待に関すること

・差別解消や合理的配慮に

関すること
・障がいのある人の意思決定
支援に関すること

・その他、権利擁護に関する

こと

重度障がい者支援部会

・重症心身障がい児者、医療
的ケア児者等、重度障がい
者の支援に関すること

就労・進路支援部会

・就労移行、職場定着に関す
ること

・特別支援学校等からの進路
や日中活動支援に関すこと

相談支援部会

・地域生活支援拠点等の整

備に関すること

・地域の相談支援体制に関

すること

・その他地域課題に関する

こと

運営会議
役 割

●総合支援協議会と計画検討委員会の方向性の調整
●議事、会議資料の調整

構成員

●総合支援協議会の代表及び副代表
●障がい者計画・障がい福祉計画検討委員会からの代表
●各専門部会からの代表

藤沢市障がい者総合支援協議会 傍聴１０名

（設置根拠：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第８９条の３）

≪関連審議会≫

藤沢市障がい者差別解消支援地域協議会
（設置根拠：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第１７条第１項）

役 割
・障がいを理由とする差別を解消するために必要な情報交換
・障がい者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由
とする差別を解消するための取組に関する協議等

共
通
基
盤

就労分科会 進路分科会

専門部会
役 割 それぞれの分野や領域にかかる地域における課題の抽出、整理、解決のための提言

事務局 基幹相談支援センター・障がい者支援課

構成員 ・当事者またはその家族 ・相談支援事業所 ・障がい福祉サービス提供事業所 ・教育関係者

・医療関係者 ・その他福祉関係者 ・市関係課 など

【関連会議体】

・委託相談支援事業所

連携会議

・計画相談支援・障がい児

相談支援連絡会

【分科会】

・医療的ケア児等支援

コーディネート機能推進

チーム


